
 

《飼料用米等を生産する皆様へ》 

飼料用米等は適正に流通させてください。 

飼料用米等は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目

的での出荷・販売はできません。 

 主食用米への横流しや交付金の不適正な需給を防止するため、定められた用途に適正

に流通させてください。 

 

こんな行為は違反です！ 

○ 主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて新規需要米として出荷し、交付金

を申請する事。 

さらに区分管理の場合はこんな行為も違反です！ 

○ 飼料用米として生産した米を主食用として販売する事。 

○ 主食用米として生産した米を飼料用米に上積みして出荷し、交付金を申請すること。 

 

もし、横流し等の不適正な流通が行われたら、 

不適正な流通が確認され、それが悪質と判断された場合は、 

・ 等外取組の認定を取り消すとともに、一定期間、新規需要米や加工用米の取組みを認

めない。 

・ 当年産の経営所得安定対策等にかかるすべての交付金を返還させる。 

・ その名称及び違反事実を公表する。 

などの措置が講じられることがあります。 

  

また、飼料用米等の販売等に関する手続きを他社に委任し、委任されたものが不適正

な流通を行った場合、委任を行った取り組み申請者についても上記の措置の対象となり

ます。 


